
船舶事故等調査報告書 

平成２７年２月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４横第１４９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年１０月１６日 １８時０４分ごろ 

発生場所 京浜港の川崎第２区の東扇島２号岸壁付近 

神奈川県川崎市所在の川崎東扇島防波堤東灯台から真方位２６３°

２,０５０ｍ付近 

（概位 北緯３５°２９.６′ 東経１３９°４５.６′） 

事故等調査の経過 平成２６年１０月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 XIN
シ ン

 HAI
ハ イ

 RONG
ロ ン

（カンボジア王国籍）、４,３３３トン 

９４０５９８０（ＩＭＯ番号）、SEA OTTER MERCHANT SHIPPING 

 CO.,LIMITED 

Ｂ 貨物船 WIDE
ワ イ ド

 POS
ポ ス

（大韓民国籍）、２,５０９トン 

９０３３８４２（ＩＭＯ番号）、KEUM YANG SHIPPING CO.,LTD. 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍）、船長免状（カンボジア王国発給） 

Ｂ 船長Ｂ（大韓民国籍）、二級航海士（大韓民国発給） 

  機関長Ｂ（大韓民国籍）、免状不詳 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷ハンドレールに曲損、左舷ボートデッキに圧損、救命艇に破損 

Ｂ 船首部ハンドレールに曲損、船首部に擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１３人が乗り組み、京浜港川崎第２区の東扇島

２号岸壁に右舷着けで係留中、平成２６年１０月１６日１８時０４分

ごろ左舷中央部にＢ船の船首部が衝突した。 

 船長Ａは、船舶代理店等に事故の報告を行い、海上保安庁へ事故を

通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び機関長Ｂほか１０人が乗り組み、船橋で、船長

Ｂが操船指揮を執り、機関長Ｂが主機遠隔操縦レバーに、操舵手Ｂが

舵輪にそれぞれ就き、東扇島１号岸壁から離れ、後進してＡ船の左舷

方へ向かった。 

船長Ｂは、右回頭して扇島東水路に向首しようと思い、右舵を取っ

て極微速力前進をかけたところ、Ａ船に接近する状況となったので、

極微速力後進を指示した。 

Ｂ船は、機関長Ｂが主機遠隔操縦レバーを操作したものの、後進に

かからなかったので、機関長Ｂが機関室に移動して主機操縦ハンドル

を操作しようとした際、同ハンドルを前進側に移動させてしまった。 



Ｂ船は、前進の速力が増し、Ａ船に衝突した。 

 Ｂ船は、Ａ船から離れ、東扇島１号岸壁に着岸した。 

（付図１ Ｂ船の推定航行経路図、付表１ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜

粋） 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約２.１m/s、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

日没時刻：１７時０６分 

 その他の事項 東扇島１号岸壁及び東扇島２号岸壁は、南方から出入りする水域

で、両岸壁の西方には黄色の灯浮標があって、同灯浮標の西方には、

水深５ｍ以下の浅所域が広がっており、同灯浮標と両岸壁との間は約

１７０ｍであった。 

Ｂ船は、喫水が船首約３.０ｍ、船尾約４.２ｍであった。 

Ｂ船は、本事故後、主機始動空気槽に充気し、船橋の主機遠隔操縦

レバーを使用して後進テストを行ったが、異常は認められなかった。 

船長Ｂは、約２０年間の船長経験があり、水先人を利用せず、川崎

区の岸壁で離着岸を３０回以上行っていた。 

機関長Ｂは、平成２６年２月からＢ船に乗船していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、京浜港川崎第２区において、東扇島２号岸壁に右舷着けで

係留中、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、京浜港川崎第２区の東扇島２号岸壁付近において回頭中、

前進の行きあしを止めようとして船橋の主機遠隔操縦レバーを操作し

たものの、後進にかからなかったので、機関長Ｂが機関室に移動して

主機操縦ハンドルを操作した際、誤って同ハンドルを前進側に移動し

たことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 機関長Ｂは、主機遠隔操縦レバーで後進にかからなかったことに意

識が向き、また、急いでいたことから、誤って主機操縦ハンドルを操

作した可能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、本事故時、主機始動空気槽の圧力が低下して、一時的に船

橋の主機遠隔操縦レバーによる操作ができなくなった可能性があると

考えられる。 

原因 本事故は、夜間、京浜港川崎第２区において、Ａ船が東扇島２号岸

壁に右舷着けで係留中、Ｂ船が東扇島２号岸壁付近で回頭中、Ｂ船

が、前進の行きあしを止めようとして、機関長Ｂが、主機操縦ハンド

ルを操作した際、誤って同ハンドルを前進側に移動したため、Ａ船と

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

・出港作業前には、主機の運転テストを行うこと。 

・主機操縦装置の整備を行うこと。 

・出港作業は、着岸中の他の船舶がいる場合、同船から余裕をもっ

た距離で行うこと。 



付図１ Ｂ船の推定航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２６年１０月１６日

１８時０４分ごろ発生） 

東扇島２号岸壁 

東扇島１号岸壁 

黄色の灯浮標 

Ａ船 

18:04:06 

18:00:06 

17:56:06 

17:53:09 

17:48:07 
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Ｂ船 



付表１ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時　刻 北　緯 東　経 船首方位 対地針路 対地速力

（時：分：秒） （°-′-″） （°-′-″） （°） （°） （kn）

17:40:37 35-29-37.8 139-45-35.3 333 302.4 0.1

17:45:16 35-29-34.8 139-45-35.2 006 187.6 2.5

17:48:07 35-29-30.0 139-45-33.4 016 121.2 0.4

17:50:07 35-29-33.8 139-45-33.2 329 341.0 2.2

17:51:07 35-29-34.4 139-45-33.0 327 111.0 0.7

17:52:08 35-29-33.1 139-45-33.5 344 166.6 1.8

17:53:09 35-29-31.6 139-45-33.6 003 217.5 0.4

17:54:07 35-29-32.4 139-45-33.4 021 000.2 1.1

17:55:06 35-29-32.6 139-45-33.1 030 254.3 0.4

17:56:06 35-29-32.3 139-45-32.8 030 229.1 0.3

17:57:07 35-29-33.0 139-45-32.9 043 017.9 0.6

17:58:17 35-29-33.3 139-45-33.0 051 332.9 0.4

17:59:06 35-29-33.0 139-45-32.1 059 246.9 0.9

18:00:06 35-29-33.3 139-45-32.0 073 036.8 1.3

18:01:07 35-29-34.2 139-45-33.2 089 063.7 1.2

18:02:06 35-29-34.3 139-45-34.6 101 080.5 0.8

18:03:06 35-29-34.3 139-45-35.2 117 099.3 0.4

18:04:06 35-29-34.2 139-45-35.6 123 115.6 0.7

18:04:17 35-29-34.2 139-45-35.9 126 102.2 1.3

18:04:47 35-29-34.1 139-45-36.3 136 057.6 0.5

18:05:06 35-29-34.3 139-45-36.3 137 010.5 0.3

18:05:38 35-29-34.3 139-45-36.2 135 305.0 0.1

18:06:08 35-29-34.3 139-45-36.2 136 329.8 0.1

18:07:07 35-29-34.4 139-45-36.3 139 056.5 0.1

　（注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。


